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平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

第
三
千
五
百
七
十
七
号

増

刊

①

　
　
　
　

条
　
　
　
例
（
第
二
号

－

第
五
号
）

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
生
活
安
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
農
地
中
間
管
理
事
業
支
援
基
金
条
例 
（
水
田
農
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
（
港　

湾　

課
）
…
…
…
…
…
二

◇
福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
新
社
会
推
進
部
生
活
安
全
課
）

１　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
伴

い
、
福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
保
健
医
療
介
護
部
健
康
増
進
課
）

１　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と

に
伴
い
、
福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
福
祉
労
働
部
労
働
局
労
働
政
策
課
）

１　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
継
続
す
る

こ
と
に
伴
い
、
福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と

し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
農
地
中
間
管
理
事
業
支
援
基
金
条
例

 

（
農
林
水
産
部
水
田
農
業
振
興
課
）

１　

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
耕
作
の
事
業
に
供
さ
れ
る
農
用
地
の
集
団
化
、
新
た
に
農
業
経
営
を

営
も
う
と
す
る
者
の
農
業
へ
の
参
入
の
促
進
等
に
よ
る
農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
農
地
中
間
管
理
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
福
岡
県
農
地
中
間
管
理

事
業
支
援
基
金
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

目
　
　
　
次

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

条
　
　
　
例
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福
岡
県
条
例
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
農
地
中
間
管
理
事
業
支
援
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
農
地
中
間
管
理
事
業
支
援
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
耕
作
の
事
業
に
供
さ
れ
る
農
用
地
の
集
団
化
、
新
た
に
農
業
経

営
を
営
も
う
と
す
る
者
の
農
業
へ
の
参
入
の
促
進
等
に
よ
る
農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化

の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
農
地
中
間
管
理
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
農
地
中
間

管
理
事
業
支
援
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入

す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
五
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
処
分
）

第
六
条　

知
事
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
基
金
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る

。  
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

再
　
　
　
掲
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平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
第
一
岸
壁
、
物
揚
場
、
桟
橋
、
ド
ル
フ
ィ
ン
の
項
中
「
四
・
七
七
」
を
「
四
・
八
九
」
に
、
「

一
〇
・
七
二
」
を
「
一
〇
・
九
九
」
に
改
め
、
同
表
可
動
橋
の
項
中
「
六
、
三
〇
〇
」
を
「
六
、
四
八

〇
」
に
、
「
六
六
〇
」
を
「
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
荷
さ
ば
き
地
の
項
中
「
一
・
七
八
」
を
「
一
・

八
三
」
に
、
「
一
・
一
七
」
を
「
一
・
二
一
」
に
、
「
三
・
五
七
」
を
「
三
・
六
七
」
に
、
「
二
・
三

五
」
を
「
二
・
四
二
」
に
改
め
、
同
表
上
屋
（
木
造
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
構
造
）
の
項
中
「
三
・
七
七
」
を

「
三
・
八
四
」
に
、
「
七
・
五
五
」
を
「
七
・
六
七
」
に
、
「
一
八
八
」
を
「
一
九
四
」
に
改
め
、
同

表
上
屋
（
鉄
骨
耐
火
構
造
）
の
項
中
「
八
・
二
六
」
を
「
八
・
四
八
」
に
、
「
一
六
・
五
二
」
を
「
一

六
・
九
七
」
に
、
「
四
一
八
」
を
「
四
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
野
積
場
（
舗
装
）
の
項
中
「
三
・
一
九

」
を
「
三
・
二
八
」
に
、
「
二
・
一
八
」
を
「
二
・
二
四
」
に
、
「
六
五
」
を
「
六
六
」
に
、
「
四
四

」
を
「
四
五
」
に
改
め
、
同
表
野
積
場
（
未
舗
装
）
の
項
中
「
二
・
六
三
」
を
「
二
・
七
〇
」
に
、
「

一
・
八
一
」
を
「
一
・
八
七
」
に
、
「
五
三
」
を
「
五
四
」
に
、
「
三
六
」
を
「
三
七
」
に
改
め
、
同

表
水
面
貯
木
場
の
項
中
「
一
〇
・
五
」
を
「
一
〇
・
八
」
に
改
め
、
同
表
ア
ン
ロ
ー
ダ
の
項
中
「
一
五

、
三
九
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
五
、
八
三
二
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
移
動
式
ジ
ブ
ク
レ
ー
ン
の
項

中
「
九
、
九
四
〇
」
を
「
一
〇
、
二
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
冷
凍
コ
ン
テ
ナ
用
電
源
設
備
の
項
中
「
二

八
六
」
を
「
二
九
四
」
に
改
め
、
同
表
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
項
中
「
八
四
〇
」
を
「
八
六
〇
」
に
、

「
二
、
一
七
〇
」
を
「
二
、
二
三
〇
」
に
、
「
五
七
〇
」
を
「
五
八
〇
」
に
、
「
五
一
〇
」
を
「
五
二

〇
」
に
、
「
一
、
二
八
〇
」
を
「
一
、
三
一
〇
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
中
「
一
〇
・
五
」
を
「
一
〇
・
八
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
福
岡
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
港
湾
施
設
の
使
用
の

許
可
又
は
入
港
の
届
出
に
係
る
使
用
料
又
は
入
港
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
港
湾
施

設
の
使
用
の
許
可
又
は
入
港
の
届
出
に
係
る
使
用
料
又
は
入
港
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。


